
第 12 回 
関東信越厚生局地域包括ケア推進本部会議 

議事次第 
平成 30 年７月 10 日（火）

1 3 ： 1 5 ～ 1 4 ： 0 0 

臨 床 研 修 講 習 室 

１．開会 

２．議題 
（１）第 10 回地域包括ケア応援セミナー開催の結果について 
（２）各都県における第７期介護保険事業支援計画について 
（３）各都県における地域医療構想について 
（４）地域包括ケア推進業務への協力依頼について 
（５）その他 

３．閉会 

《配付資料》 

資料１ 地域包括ケア推進業務の実施状況（平成 30 年４月～６月） 

資料２ 関東信越厚生局地域包括ケア推進本部設置規程 

資料３ 関東信越厚生局地域包括ケア推進本部の業務推進基本方針 

資料４ 第７期介護保険事業支援計画（※省略） 

資料５ 地域医療構想（※一部省略） 

資料６ 平成 30年度都県事務所への地域包括ケア推進業務協力依頼について 

参考資料 関東信越厚生局管内の高齢者人口の推移 



 
平成 30 年７月 10 日 

地域包括ケア推進課   

 

地域包括ケア推進業務の実施状況（平成 30 年４月～６月） 

推進本部 ○ 第 10 回地域包括ケア推進本部会議（４月 10 日） 

※ 老健局老人保健課長講演 

都県協議会 ○ 第７回関東信越厚生局地域包括ケア推進都県協議会（５月 15 日） 

啓発活動（セミ

ナー等） ○ 第２回地域包括ケア事例研究会（６月１日） 

講演依頼 ○ 神奈川県未病産業研究会勉強会（５月 31 日） 

後援名義の使用

申請 
該当なし 

地域包括ケア推

進課長会議 
該当なし 

さいたま新都心 

意見交換会 
該当なし 

大規模集合住宅 

勉強会 ○ 第８回大規模集合住宅勉強会（４月 24 日） 

関東地方整備局

住宅整備課との 

連携 

該当なし 

介護保険事業

（支援）計画関

連 

 

該当なし 

 

その他 

○ 都県事務所訪問（４月 12・18・19・20・23・25・27 日、５月 17 日・

20 日） 

○ 都県訪問（４月 11・12・18・19・20・23・25・27 日） 

○ 政令指定都市訪問（４月 11・18 日、５月 21・31 日） 

 

資料１ 



 
関東信越厚生局地域包括ケア推進本部設置規程 

 
平成２８年４月 １日制定 
平成２８年７月１２日改正 
平成３０年７月１０日改正 

 関東信越厚生局長伺定め 
 

（設置目的） 
第１条 関東信越厚生局管轄区域内における地域包括ケアシステムの構築を推進する

ため、国の視点から都県及び市区町村等に対する必要な支援について協議するととも

に、地域の特性に応じた地域包括ケアシステムの構築に資する具体的な支援を実施す

ることを目的として、関東信越厚生局（以下「局」という。）に「地域包括ケア推進本

部」（以下「推進本部」という。）を置く。 
 
（所掌事務） 
第２条 推進本部は、地域包括ケアシステムに関する幅広い知識、経験、情報を得ると

ともに、厚生労働本省、都県と連携しつつ、管轄区域内の市区町村における地域包括

ケアシステムの取組みを推進・支援するための企画、立案及び総合調整を行い、局に

よる効果的な業務の実施を図る。 
 
（組 織） 
第３条 推進本部に、本部長、副本部長、本部員及び参与を置く。 
（１）本部長は、関東信越厚生局長をもって充て、本部の事務を総括し、本部職員を指

揮監督する。 
（２）副本部長は、関東信越厚生局健康福祉部長をもって充て、本部長を補佐する。 
（３）本部員は、別紙に掲げる職にある者をもって充て、本部長の指示を受けて所掌事

務を行う。 
（４）参与は、地域包括ケア関係の専門家及び地方自治体担当者等から外部有識者とし

ての助言を得るため、推進本部長が委嘱し、必要に応じて会議に招集する。 
 
（庶 務） 

第４条 推進本部の庶務は、地域包括ケア推進課において処理する。 

 

（開催等） 

第５条 推進本部の会議は本部長が招集し、各四半期に１回開催するほか、必要に応じ

て随時開催する。 

 

（その他） 

第６条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営に関して必要な事項は、本 

部長が別に定める。 

 

附 則 

   この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

この規程は、平成２８年７月１２日から施行する。 

この規程は、平成３０年７月１０日から施行する。 

資料２ 



 
（別 紙） 

 

 

関東信越厚生局地域包括ケア推進本部員とする役職 

 

 

 ・健康福祉部長（副本部長） 

 ・指導総括管理官 

 ・企画調整課長 

 ・医療構造改革推進官 

 ・健康福祉課長 

 ・医事課長 

・医事課長補佐 

・地域包括ケア推進課長 

 ・上席地域包括ケア推進官 

 ・地域包括ケア推進課長補佐 

 ・地域包括ケア推進官 

 ・地域支援事業係長 

 ・管理課長 

 ・医療課長 

 ・調査課長 

 ・指導監査課長 

 ・東京事務所長 

 ・神奈川事務所長 

 ・千葉事務所長 

 ・茨城事務所長 

 ・栃木事務所長 

 ・群馬事務所長 

 ・長野事務所長 

 ・新潟事務所長 

 ・山梨事務所長 

・その他本部長が必要と認めた者 



 

 

 

 

 

関東信越厚生局地域包括ケア推進本部の 

業務推進基本方針 
 

関東信越厚生局地域包括ケア推進本部は、管轄区域内市区町村

の医療介護連携、地域包括ケアの取り組みを推進するため、都県

への支援を行うこと及び都県の役に立つ業務を実施することを基

本コンセプトとして、下記の点に留意の上、業務を推進する。 

 

記 

 

一 各本部員は、管内都県の地域包括ケアに関する情報の収集に

努めるとともに、これを地域包括ケア推進課にフィードバック

し、同課における情報の集約に協力する。 

 

二 地域包括ケア推進課は、関東信越厚生局における地域包括ケ

ア推進業務の中心となり、組織全体での情報や課題の共有、取

組の推進に努め、都県との連携体制を構築しつつ、情報の収集

発信や啓発活動の実施等の具体的業務を遂行する。 

 

三 健康福祉課及び医事課等は、補助金執行や養成施設の指導監

督等の業務の遂行に当たり、地域包括ケア推進課との連携・支

援に努める。 

 

四 都県事務所長は、地域包括ケア推進課併任者の協力を得て、

地域包括ケアの推進について、都県の窓口としての機能を果た

すよう努めるとともに、各都県において地域包括ケア推進課が

事業を実施する場合には、これに連携・協力する。 

以上 

平成２９年４月１１日 
関東信越厚生局地域包括ケア推進本部決定 

資料３ 
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資料６ 

 

平成30年7月10日 

地域包括ケア推進課 

 

平成30年度 都県事務所メンバーへの地域包括ケア推進業務協力依頼について 

 

 今年度につきまして、以下のとおり協力依頼を行うこととしておりますので、御協力の

ほど、よろしくお願いいたします。 

 

１．都県への訪問と意見交換への参加 

  各都県の地域包括ケア推進担当課等へ当課の職員が訪問し、医療・介護連携も含めて

意見交換を行うことを予定していますので、その際には可能な範囲で所長又は併任者

（以下「都県事務所メンバー」という。）の参加をお願いします。 

 

２．医療資源の把握に資する施設基準等の届出状況に係る自治体への提供（随時） 

  医療資源の把握に資する施設基準等の届出状況に関する自治体への提供については、

開示請求ではなく文書依頼による提供が可能となっていますので、自治体から依頼が

あった場合は、引き続き提供をお願いします。 

 

３．記者クラブへの投げ込み（随時） 

  地域包括ケア応援セミナーを始めとするイベントの開催に際して、必要に応じて都県

庁の記者クラブへの投げ込みをお願いします。 

 

４．情報収集（随時） 

  在宅医療・介護連携に資する情報や都県のローカルな地域包括ケアシステム構築の推

進に資する情報について、日頃の業務を通じての見聞、地方紙等に記事が掲載されて

いた場合には、当課へ情報提供をお願いします。 

 

５．地域包括ケア応援セミナーの地方開催について（随時） 

  今年度は、セミナーを３回（７月６日に第1回開催済）予定しており、９月以降につ

いては、都県から希望があれば共同開催とする場合がありますので、その際には可能

な範囲で御協力をお願いします。 

 

６．後援名義等の使用について 

  関東信越厚生局長の後援名義等の使用については、地域包括ケアシステムの構築の推

進するものについて積極的に対応する考えであり、各都県事務所メンバーにおいて

は、関東信越厚生局のプレゼンスを向上させるため、地域包括ケアシステムの構築に

関する情報等を収集して頂くとともに、当課へ提供して頂くようお願いします。な

お、個別に相談等があった場合には、懇切丁寧な対応をされ、当課へ繋いで頂くよう

お願いします。 

   

 ※ 上記以外にも、必要に応じて御相談の上、お願いをすることがあります。 



 

 

資料６ 

 

 

 

〈参考〉平成29年度 各都県事務所の地域包括ケア推進業務実施実績 

 

月日 協力事項 

４月11日 第６回関東信越厚生局地域包括ケア推進本部会議 

６月20日 
プレス投げ込み（関東地方整備局との連携による「第１回居住支援協

議会に係る情報交換会」の開催について） 

６月下旬～ 

８月上旬 

各都県地域包括ケア推進課訪問と意見交換の実施 

※ 一部事務所長が参加 

７月11日 
第７回関東信越厚生局地域包括ケア推進本部会議 

※ 都県事務所からの報告 

10月10日 第８回関東信越厚生局地域包括ケア推進本部会議 

11月15日 プレス投げ込み（マッチングイベントＰＲ大会の開催について） 

12月12日 第９回関東信越厚生局地域包括ケア推進本部会議 

１月９日 第10回関東信越厚生局地域包括ケア推進本部会議 

１月29日 プレス投げ込み（マッチングイベント・ＰＲ大会登壇者決定について） 

随時 施設基準等の届出状況の自治体への提供 

随時 地方紙等の情報提供 

 

 



管内の１都９県は、人口が横ばいで75歳以上人口が急増する都市部、75歳以上人
口の増加は緩やかだが人口は減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地
域差が生じています。

管内の高齢者の全年齢人口に占める割合の推移

関東信越厚生局管内の高齢者人口の推移

(単位：千人）

平成27年（2015年） 平成37年（2025年） 倍率 平成47年（2035年）

総数
65歳以上
（割合）

①75歳以上
（割合）

総数
65歳以上
（割合）

②75歳以上
（割合）

②／① 総数
65歳以上
（割合）

③75歳以上
（割合）

全 国 128,226 32,825 (25.6%) 15,707 (12.2%) 119,068 35,959 (30.2%) 21,441 (18.0%) 1.37 倍 110,554 36,814 (33.3%) 22,079 (20.0%)

茨城県 2,982 757 (25.4%) 349 (11.7%) 2,764 862 (31.2%) 493 (17.8%) 1.41 倍 2,546 863 (33.9%) 528 (20.7%)

栃木県 2,004 498 (24.9%) 234 (11.7%) 1,867 575 (30.8%) 322 (17.3%) 1.38 倍 1,725 581 (33.7%) 355 (20.6%)

群馬県 2,012 530 (26.3%) 252 (12.5%) 1,858 582 (31.3%) 344 (18.5%) 1.36 倍 1,711 583 (34.1%) 355 (20.7%)

埼玉県 7,305 1,729 (23.7%) 720 (9.9%) 6,991 1,982 (28.4%) 1,177 (16.8%) 1.63 倍 6,562 2,086 (31.8%) 1,205 (18.4%)

千葉県 6,254 1,534 (24.5%) 663 (10.6%) 5,987 1,798 (30.0%) 1,082 (18.1%) 1.63 倍 5,592 1,871 (33.5%) 1,109 (19.8%)

東京都 13,298 2,937 (22.1%) 1,389 (10.4%) 13,179 3,322 (25.2%) 1,977 (15.0%) 1.42 倍 12,663 3,770 (29.8%) 2,028 (16.0%)

神奈川県 9,117 2,104 (23.1%) 939 (10.3%) 9,010 2,448 (27.2%) 1,485 (16.5%) 1.58 倍 8,607 2,726 (31.7%) 1,540 (17.9%)

新潟県 2,337 673 (28.8%) 354 (15.2%) 2,112 725 (34.3%) 427 (20.2%) 1.21 倍 1,902 698 (36.7%) 443 (23.3%)

山梨県 856 232 (27.2%) 118 (13.8%) 776 252 (32.5%) 149 (19.1%) 1.26 倍 704 257 (36.4%) 155 (22.1%)

長野県 2,149 619 (28.8%) 322 (15.0%) 1,938 643 (33.2%) 392 (20.2%) 1.21 倍 1,761 634 (36.0%) 392 (22.3%)

管内計 48,313 11,614 (24.0%) 5,341 (11.1%) 46,482 13,190 (28.4%) 7,848 (16.9%) 1.47 倍 43,773 14,069 (32.1%) 8,110 (18.5%)

（出典） 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（平成27年1月1日現在）
総務省「国勢調査」及び国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 （平成37年、平成47年）

76.0%

12.9%

11.1%

2015年

71.6

%

11.5%

16.9%

2025年

67.9%13.6%

18.5%

2035年

65歳～74歳

75歳以上

65歳未満

参考資料


